
第１６回 多々良沼・城沼自然再生協議会総会 

 

日時：令和５年６月２４日（土）１４時から 

場所：館林美術館 講堂 

 

次 第 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶・事務局長挨拶 

 

３ 議事 

（１）委員の変更及び会則の改正 

（２）令和４年度 事業報告 

（３）令和４年度 会計及び監査報告 

（４）令和５年度 事業計画（案） 

（５）令和５年度 予算（案） 

 

４ 協議会実施事業（令和４年度）の紹介 

  （１）公式サイトリニューアル 

（２）多々良沼バーチャル映像作り 

（３）魚類紹介冊子作成 

（４）多々良沼の水質調査 

（５）植物モニタリング 

 

５ 協議会実施事業提案 

（１）協議会実施事業提案表 

（２）古城沼に係る調査提案 

 

６ 構成団体の活動報告 

（１）多々良沼自然公園を愛する会 

  （２）県立多々良沼公園指定管理者 

  （３）県立森林公園おうらの森指定管理者 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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多々良沼・城沼自然再生協議会会則（案）  
 

第 1 章 総   則  
（名 称）  
第 1 条 この会は、多々良沼・城沼自然再生協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。  
（目 的）  
第 2 条 協議会は、多々良沼・城沼及びその流域の自然再生の推進に必要となる事項の

協議を行うことを目的とする。 

（所掌事務）  
第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事務を行う。  

(1) 自然再生全体構想の作成  
(2) 自然再生事業実施計画案についての協議  
(3) 自然再生事業の実施に係る連絡調整  
(4）全体構想に即した自然再生事業の実施（協議会の各構成団体にまたがる事業であ 

  って個別に実施することが困難又は非効率であると認められる事業、及び協議会の 

  構成団体の所掌業務のいずれにも属さない事業に限る）  
(5) その他自然再生の推進のために必要な事項  

 
第 2 章 組 織 等  

（構 成）  
第 4 条 協議会は次に掲げる委員をもって構成する。  

(1) 自然環境に関し専門的知識を有する者（専門委員）  
(2) 自然再生事業に参加しようとする団体又は法人の代表者  
(3) 自然再生事業に参加しようとする地域住民  
(4) 国の関係行政機関及び関係地方公共団体の職員  

 
（役 員）  
第 5 条 協議会に次の役員を置く。  
  会 長  １名  
 副会長  １名以上  
 監 事  ３名  
2  会長、副会長は委員の互選により定める。  
3   監事は、群馬県総務部館林行政県税事務所県税課長、館林市出納室長及び邑楽町会  
  計課長をもって充てる。  
 
（役員の職務）  
第 6 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。  
3  監事は、会務及び会計を監査する。  
 
（オブザーバ）  
第 7 条 協議会に、オブザーバを置くことができる。  
2 オブザーバは、会長が委嘱する。  
3  前条の委嘱は、その職をもってなされたものとする。  
4  オブザーバは、協議会の運営に関する重要な事項について意見を述べることができ

る。  
 
（任期と委員の途中参加）  
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第 8 条 委員、役員、オブザーバの任期は２年とし再任を妨げない。ただし、特別な理 

 由があるときは、この限りでない。  
2  協議会は，第１項に定める任期中において委員からの推薦があり，第３章に規定す

る会議の議決が得られた場合には，新たな委員を途中参加させることができる。  
3  前項の規定により途中参加する委員の任期は、第１項に規定する委員の残任期間と

する。  
 
（構成員資格の喪失）  
第 9 条 委員は，次の事由によって，その資格を喪失する。  

(1) 辞任  
(2) 死亡，失踪の宣言  
(3) 所属する団体又は法人の解散  
(4) 解任  

 
（辞任及び解任）  
第 10 条 委員を辞任しようとする者は，第２０条に規定する運営事務局に書面をもって

連絡しなければならない。  
2  協議会は，その運営に著しい支障を来す場合は，第１３条に規定する会議の議決に

基づき一部の委員を解任することができる。  
 
（報 酬）  
第 11 条 委員、役員、オブザーバの報酬は、無報酬とする。但し専門員はこの限りでな

い。  
 

第 3 章 会  議  
（構 成）  
第 12 条 会議は、会長、副会長及び委員（以下「委員等」という。）をもって構成する。 
（議決事項）  
第 13 条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。  
  (1) 事業計画並びに予算及び決算に関する事項  
  (2) 会則の改廃に関する事項  
  (3) その他協議会の運営に関する重要な事項  
（招 集）  
第 14 条 総会は、会長が招集する。  
（議 長）  
第 15 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。  
 2  会長に事故があるときは副会長がこれにあたる。  
（運営及び議決）  
第 16 条 会議は、構成委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員等からあら

かじめ会長あて、その権限を会長に委任する旨の届出があったときは、当該欠席委員

等の数を出席委員等の数に加えることができる。  
2  構成委員のうち，第４条第１項第２号及び第４号に規定する委員にあっては，その

指定する者を協議会の会議に代理で出席させることができる。この場合は、当該代理

人には、当該委員等と同一の権限を付与するものとする。  
3  総会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところ

による。  
4  会長は、必要と認めるときは、総会の委員等以外の関係者の出席を求め、意見又は

説明を聞くことができる。  
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（公開）  
第 17 条 協議会の会議は，希少種の保護上又は個人情報の保護上支障がある場合を除

き、原則として公開する。  
2  協議会の会議を開催する場合は，日時，場所等についてあらかじめ広く周知を図る。 
3  協議会の会議の資料は，ホームページ等で公開する。  
4  協議会の会議の議事結果は，要旨を取りまとめて議事要旨とした上で，ホームペー

ジ等で公開する。  
 

第４章 専 門 部 会  
（専門部会）  
第 18 条 会長は、特に必要があるときは、自然再生の検討等について、専門的に審議す

るため専門部会を置くことができる。  
2  専門部会の委員は協議会の委員のうちから選任する。  
3  会長は専門部会の部会長１名を指名する。部会長は専門部会を統轄するとともに、

副部会長１名を指名してその補佐を受ける。  
4  専門部会は、付託された専門事項について協議し会長に報告する。  
5  専門部会は、必要と認める場合、委員でない専門的知見を有する者の出席を求めて

意見を徴することができる。  
 

第５章 会長の専決処分  
（会長の専決処分）  
第 19 条 会長は、総会を招集するいとまのない場合、総会の議決事項については、これ

を専決処分することできる。  
2  前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次の会議で報告し、その承

認を求めなければならない。  
 

第６章 事  務  局  
（事務局）  
第 20 条 協議会の事務を処理するため、事務局を群馬県県土整備部館林土木事務所に置

く。  
2  事務局に事務局長及び事務局員を置く。  
3  事務局長は館林土木事務所長が、事務局員は群馬県都市整備課員、館林土木事務所

員、館林市都市建設部緑のまち推進課員及び邑楽町建設環境課員がこれにあたる。  
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  
 

第７章 経費及び会計   
（経 費）  
第 21 条 協議会の運営及び事業実施に要する経費は、次に掲げるものをもって充てる。 
 (1) 群馬県負担金  
 (2) 館林市負担金  
 (3) 邑楽町負担金  
 (4) 催事等参加者負担金  
 (5) 雑収入（その他収入）  
 
（会計年度）  
第 22 条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

ただし、協議会設立会議に要する経費及び事務局設立に要する経費については,これを

追認する。  
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（予算及び決算）  
第 23 条 協議会の収支予算は、年度末（または始）の会議の議決により定め、収支決算

は監事の監査を経て、年度末（または始）の会議において承認を得なければならない。 
 
（資産の管理）  
第 24 条 協議会の資産の管理は、会長がこれを行う。  
 

第８章 解    散  
（解 散）  
第 25 条 協議会は、第３条の目的を達成した等の理由により総会の議決を経て解散する

ことができる。  
2  協議会が解散するときの収支決算において、剰余金が生じたときは、総会の議決を

経て処理する。  
 

第１章 補   則  
 
（委 任）  
第 26 条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。  
 附 則  
 この会則は、平成２２年 ４月１０日から施行する。  
  この会則の一部改正は、平成２６年８月３日から施行する。  
  この会則の一部改正は、平成３０年５月２７日から施行する。  
 この会則の一部改正は、令和 ４年６月２５日から施行する。  

この会則の一部改正は、令和 ５年６月２４日から施行する。  


